
東京学芸大学入学者選抜方法調査・研究委員会設置要項の一部改正について（案） 

現          行     改          正 （案） 

 
   〔省略〕 
 
 （組織） 
第３ 委員会は，次の委員をもつて組織する。 
(1) 各部から選出された教官 各１名 
(2) 学長が委嘱する教官 若干名 

 
   〔省略〕 
 

 
   〔省略〕 
 
 （組織） 
第３ 委員会は，次の委員をもって組織する。 
(1) 各学系から選出された教員 各１名 
(2) 学長が委嘱する教員 若干名 

 
   〔省略〕 
 
   附 則 
 この要項は，平成16年４月１日から施行する。 
 

 


